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1 R6.4.11 R6.6.5
都立神代高等学校（３１）体育館ほか改築及び改修工事
工事費内訳

164 1
都立神代高等学
校

2 R6.4.11 R6.6.5
・都立豊島高等学校（３１）改築工事内訳書
・都立豊島高等学校（３１）改築電気設備工事内訳書

308 1
都立豊島高等学
校

3 R6.5.23 R6.6.5 都民の声メール（●年●月●日） 2 1 1

【抗議・意見の内容】
公にすることにより、将来の情報公開をおそれた都民等が率直な意見等を寄せ
ることを躊躇するなど、広聴業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め
（東京都情報公開条例第７条第６号）
【メールフォーム専用メールアドレス】
公にすることにより、業務に関係のないメールの受信・着信が生じるおそれが
ある。また、メールフォーム専用メールアドレスに直接意見等が寄せられてし
まうと、通常業務で実施しない事務作業が発生し、都民等の意見等に係る的確
かつ迅速な相談対応が困難となり、広聴業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるため
（東京都情報公開条例第７条第６号）

教育庁総務部広
報統計課

4 R6.5.28 R6.6.7 エデュケーション・アシスタントの６年度の配置総数 1
エデュケーション・アシスタントの令和６年度の配置総数は、事業完了後に各
区市町村から実績報告書の提出を受けて集約を行う。そのため、請求に係る公
文書が存在しないため。

教育庁人事部職
員課

5 R6.5.29 R6.6.10

東京都教育委員会（教育庁）が卒業式・入学式などでの国旗掲揚国歌斉唱を都
立学校の教職員に職務命令を出して義務付け、従わなかった教員を懲戒処分し
ていることに関し、外務省、文部科学省、大阪府、大阪市などと協議、相談な
どをした内容が分かる記録（電磁的記録も含む）の保存してあるものすべての
文書。

1 請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため。
教育庁人事部職
員課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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6 R6.5.29 R6.6.10

（１）R2・３卒入実施状況
（２）R2　卒調査結果（各課集計030506）
（３）R3　入調査結果（各課集計030506）
（４）（写）都立学校長宛て1223号
（５）（写）都立学校長宛て1224号
01　次第
第70回　記録
01　次第
02　資料１　これまでの進捗状況
02　資料２－１　都立学校卒業式日程一覧 高校等 高指課【040124受】
03　資料２－２　都立学校卒業式日程一覧   特別支援学校（040121受）
第71回　記録
01 第72回卒入対開催通知
03（資料１）R３・４卒入実施状況
03（資料２）R３　卒調査結果
03（資料３）R４　入調査結果
03（資料４）（写）都立学校長宛て（3教指企第1656号）
03（資料５）（写）都立学校長宛て（3教指企第1657号）
01　次第
02　資料１　これまでの進捗状況
02　資料２－１　都立学校卒業式日程一覧 高校等 高指課（050113受）
03　資料２－２　都立学校卒業式日程一覧   特別支援学校（050113受）
等

51 1
教育庁指導部管
理課

7 R6.5.29 R6.6.10

東京都教育委員会（教育庁）が卒業式・入学式などでの国旗掲揚国歌斉唱を都
立学校の教職員に職務命令を出して義務付けることに関し、外務省、文部科学
省、大阪府、大阪市などと協議、相談などをした内容が分かる記録（電磁的記
録も含む）の保存してあるものすべての文書。

1 請求にかかる文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁指導部管
理課

8 R6.4.12 R6.6.11 Teams教員専用チャネル　チャットのやり取り。 1 1 1

チャネル上のチャットは、公にされることが前提となると、使用者が委縮し忌
憚のない投稿をすることができなくなり、チャットの利点である簡易迅速な意
思疎通、情報共有が困難となり、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ
があるため（東京都情報公開条例第７条第５号）。
また、学校で使用するTeamsチャネルにおいては、教育的配慮から公開すべきで
ない内容を含む意見交換が不可避的にかつ大量に行われており、これを公開す
ることにより、生徒の学習指導、生活指導をはじめとした教育事業そのものの
運営に支障をきたすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号）。

都立田園調布高
等学校

9 R6.6.4 R6.6.11 令和６年度　高等学校非常勤教員に関する調書 1 1
都立青梅総合高
等学校

10 R6.4.25 R6.6.12
・ 令和５年度　人事考課評価者訓練テキスト
・ 令和６年度　人事考課評価者訓練テキスト

502 1
東京都教職員研
修センター研修
部教育経営課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

11 R6.6.5 R6.6.19
令和5年度●●立中学校（や●●校長会）からESAT-J YEAR1、2に関しての意見
や要望等が入っている文章。教育庁として●●教育委員会（や●●立中学校・
生徒）におこなったESAT-J YEAR1、2に関しての調査項目及び回答全て。

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

12 R6.5.8 R6.6.21 令和５年４月２６日教職員の服務事故について 1 1
教育庁人事部職
員課

13 R6.5.8 R6.6.21
教職員の服務事故についての文書
（令和５年５月３１日から令和６年３月３１日までの期間にプレスした資料）

本件請求に係る情報のうち教職員の服務事故についての文書
（令和５年５月３１日から令和６年３月３１日までの期間にプレスした資料）
は、東京都教育委員会のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これら
は東京都情報公開条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実施機関
の定める方法により公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載さ
れた公文書については、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当する
ため

教育庁人事部職
員課

14 R6.5.8 R6.6.21
平成３１年４月１日から令和６年３月３１日までの期間の中で、平成３１年４
月１日から令和５年３月３１日までの期間にプレスした資料（教職員の服務事
故についての文書）

1 当該請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しないため
教育庁人事部職
員課

15 R6.6.10 R6.6.24
都立田無工科高等学校（５）空調設備改修工事
代価表、共通費算定書・見積比較表 147 1

教育庁都立学校
教育部営繕課

16 R6.6.10 R6.6.24
都立田無高等学校（５）空調設備改修工事
代価表、共通費算定書・見積比較表

45 1
教育庁都立学校
教育部営繕課

17 R6.6.10 R6.6.24
都立松原高等学校（5）空調設備改修工事
代価表、共通費算定書・見積比較表

35 1
教育庁都立学校
教育部営繕課

18 R6.6.10 R6.6.24
都立総合工科高等学校（5）空調設備改修工事
代価表、共通費算定書・見積比較表

105 1
教育庁都立学校
教育部営繕課

19 R6.6.10 R6.6.24
都立小川高等学校（５）空調設備改修工事
別紙明細書、代価表、共通費計算書

35 1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁都立学校
教育部営繕課

20 R6.6.10 R6.6.24
都立小川高等学校（５）空調設備改修工事
見積比較表

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁都立学校
教育部営繕課

21 R6.4.27 R6.6.26

・令和６年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会配布資料・議事録
・令和５年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会（第４回）配布資料・議
事録
・令和４年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会（第３回、第４回）配布
資料・議事録
・「令和６年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会の設置及び委員の委嘱
について」起案文書

344 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課
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22 R6.6.12 R6.6.26

・令和６年３月２８日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和５年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２１校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校
・令和５年３月２３日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和４年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２２校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校
・令和４年３月２４日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和３年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２２校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校

39 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

23 R6.5.1 R6.6.26
・処分説明書
・東京都●●立●●中学校長（●●担当）●●の服務事故について
・東京都●●立●●中学校長（●●担当）●●の服務事故に関する確認書

7 1 1 1

・個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の
情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるも
のを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、開示することによ
り、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
（東京都情報公開条例第７条第２号）
・人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報であり、開示さ
れることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じる
おそれがあるため
（東京都情報公開条例第７条第６号）
・事故者・被害者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等が公にされ
ることとなると、区市町村教育委員会、警視庁及び当事者の所属校（以下「区
市町村教育委員会等」という。）への問合せ・苦情等が生じ、その対応のため
に区市町村教育委員会等の業務に支障を及ぼすおそれがあるとともに、東京都
教育委員会と区市町村教育委員会等との信頼関係が損なわれ、今後の事務事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
（東京都情報公開条例第７条第６号）

教育庁人事部職
員課

24 R6.5.1 R6.6.26
●年●月　●●立校長　懲戒免職わかるもの。
・事情聴取の記録
・都教委の対応について

1 請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため。
教育庁人事部職
員課

25 R5.10.21 R6.6.27

・400号都立学校会場の予算配付について（原議）
・514号令和５年度実施要項（令和５年8月改訂）の訂正について（原議）
・区市町村教育委員会対象説明会に配布した資料（データ）の送付について
（案）
・貴管下中学校への送付物について（案）
・論点整理の送付について（案）
・特別措置案内書の送付について（案）
・成年年齢に達した生徒の取扱いについて（案）
・生徒用申し込みマニュアル（英語版）の送付について（案）
・中学校対象説明会における質問への回答について（案）

85 1
教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課
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26 R5.10.21 R6.6.27

・20号区市町村教育委員会対象説明会の開催について（原議）
・40号令和４年度実施状況及び令和５年度実施について（原議）
・73号生徒・保護者向けリーフレット（デジタル版）の周知について（原議）
・77号中学校対象説明会の開催について（原議）
・80号中学校英語スピーキングテスト実施方針の策定について（原議）
・164号中学校英語スピーキングテスト実施について（原議）
・264号生徒・保護者向けリーフレット（デジタル版）の周知について（原議）
・322号中学校英語スピーキングテスト次期事業者について（原議）
・397号都外中学校等に在籍する生徒及び中学校を卒業した者の取扱いについて
（原議）
・440号の２都立学校ホームページへの中学校英語スピーキングテスト（ESAT-
J）に係る情報の掲載について（原議）
・444号令和５年度実施要項（対象：都外中学校等に在籍する生徒及び中学校を
卒業した者）の訂正について（原議）
・477号都立高等学校入学者選抜におけるESAT-Jの結果活用に関する措置につい
て（原議）
・516号体験受験の承認及び申込関係資料の送付について（原議）
・576号会場借用について（原議）
・579号受験会場の決定について（原議）
・584号次期事業者による中学校英語スピーキングテストに関する今後の予定に
ついて（原議）
・説明会【中学校対象】に係る資料及び録画配信等について（案）
・先生用WEBサイトの機能制限に係る代替対応について（案）
・会場割当案の確認について（案）

523 1

【担当者の内線番号】
・当該情報は、公にすることにより業務に関係のない連絡が来るなど、事務事
業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
【職員個人のメールアドレス】
・当該情報は、公にすることにより業務に関係のない連絡が来るなど、事務事
業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
【問合せ先の内線番号】
・職員が業務で使用する内線番号は、公にすることにより、業務と関連のない
電話が来る等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
【申請者数及び事由】
・当該情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
（東京都情報公開条例第７条第２号）
・当該箇所を開示すると、今後のスピーキングテスト事業の結果活用の措置審
査業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。（東京都情報公開条例第７
条第６号）
・当該情報は、都立高等学校入学者選抜に関する情報で、公にすることによ
り、当該業務の公平・公正な遂行に使用を及ぼすおそれがあるため（東京都情
報公開条例第７条第６号）
【結果一覧の項目以外】
・当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなる
ものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによ
り、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。（東京都情報公開条例第
７条第２号）
・当該箇所を開示すると、今後のスピーキングテスト事業の結果活用の措置審
査業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。（東京都情報公開条例第７
条第６号）
・当該情報は、都立高等学校入学者選抜に関する情報で、公にすることによ
り、当該業務の公平・公正な遂行に使用を及ぼすおそれがあるため（東京都情
報公開条例第７条第６号）

教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

27 R6.6.14 R6.6.28

令和６年３月２８日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和５年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２１校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校

10 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

28 R6.6.17 R6.6.28

令和６年３月２８日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和５年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２１校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校における板橋区の学校

2 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課


